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・
資
産
、負
債
だ
け
で
な
く
、収
益
お
よ
び

費
用
、資
本
の
金
額
も
含
め
す
べ
て
直
近

の
財
政
状
態
計
算
書
の
日
現
在
の
決
算

日
レ
ー
ト
で
換
算
す
る
。

・比
較
情
報
に
つ
い
て
も
、資
産
、負
債
、収

益
、費
用
お
よ
び
資
本
の
金
額
を
直
近
の

財
政
状
態
計
算
書
の
日
現
在
の
決
算
日

レ
ー
ト
で
換
算
す
る
。

ま
た
、
機
能
通
貨
お
よ
び
表
示
通
貨
が

超
イ
ン
フ
レ
経
済
の
通
貨（
ま
た
は
異
な

る
超
イ
ン
フ
レ
経
済
の
通
貨
）で
あ
る
企

業
が
、
機
能
通
貨
が
超
イ
ン
フ
レ
経
済
で

は
な
い
在
外
営
業
活
動
体
の
業
績
お
よ
び

財
政
状
態
を
換
算
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

に
は
、
企
業
が
過
年
度
に
発
行
し
た
財
務

諸
表
に
含
ま
れ
る
在
外
営
業
活
動
対
の
比

較
情
報
を
前
報
告
期
間
の
対
応
す
る
数
値

に
適
用
し
た
一
般
物
価
指
数
を
用
い
て
修

正
す
る（
Ｉ
Ａ
Ｓ
21
号
47
Ａ
項
、
Ｉ
Ａ
Ｓ

29
号
34
項
）。

　
　
　
　
　

⑶　
開　
示

前
記
⑵
の
②
の
ケ
ー
ス
で
は
、
財
務
諸

表
の
す
べ
て
の
項
目（
資
産
、負
債
、資
本
、

収
益
お
よ
び
費
用
、
な
ら
び
に
Ｉ
Ａ
Ｓ
21

号
47
Ａ
項
を
適
用
し
な
い
場
合
の
比
較
情

報
）、
ま
た
は
在
外
営
業
活
動
体
の
業
績

お
よ
び
財
政
状
態
が
、
直
近
の
財
政
状
態

計
算
書
の
日
現
在
の
決
算
日
レ
ー
ト
で
換

算
さ
れ
て
い
る
旨
を
開
示
す
る
必
要
が
あ

る（
Ｉ
Ａ
Ｓ
21
号
53
Ａ
項
）。
Ｉ
Ａ
Ｓ
21
号

41
Ｂ
項
を
適
用
す
る
企
業
は
、
表
示
通
貨

が
超
イ
ン
フ
レ
経
済
の
通
貨
で
な
く
な
っ

た
旨
を
開
示
す
る
必
要
が
あ
る（
Ｉ
Ａ
Ｓ

21
号
54
Ａ
項
）。

Ｉ
Ａ
Ｓ
21
号
41
Ａ
項
お
よ
び
47
Ａ
項
を

適
用
し
て
在
外
営
業
活
動
体
の
業
績
お
よ

び
財
政
状
態
を
換
算
す
る
企
業
は
、
財
務

諸
表
利
用
者
が
当
該
在
外
営
業
活
動
体
の

企
業
の
業
績
お
よ
び
財
政
状
態
へ
の
影
響

を
評
価
で
き
る
よ
う
、
在
外
営
業
活
動
体

に
関
す
る
要
約
財
務
情
報
を
開
示
す
る
必

要
が
あ
る（
Ｉ
Ａ
Ｓ
21
号
53
Ｂ
項
）。

　
　
　
　
　
　

⑷　
経
過
措
置

企
業
の
機
能
通
貨
お
よ
び
表
示
通
貨
が

超
イ
ン
フ
レ
経
済
の
通
貨（
ま
た
は
異
な

る
超
イ
ン
フ
レ
経
済
の
通
貨
）で
あ
り
、

機
能
通
貨
が
超
イ
ン
フ
レ
経
済
で
は
な
い

通
貨
で
あ
る
在
外
営
業
活
動
体
の
業
績
お

よ
び
財
政
状
態
を
換
算
す
る
場
合
、
次
の

こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　

・
Ｉ
Ａ
Ｓ
21
号
の
改
訂
は
適
用
す
る
事
業

年
度
の
期
首
か
ら
適
用
す
る
。

・
過
年
度
に
発
行
し
た
財
務
諸
表
に
含
ま

れ
る
在
外
営
業
活
動
対
の
比
較
情
報
を

Ｉ
Ａ
Ｓ
29
号
34
項
に
従
い
前
報
告
期
間

の
対
応
す
る
数
値
に
適
用
し
た
一
般
物

価
指
数
を
用
い
て
修
正
す
る
。

・
在
外
営
業
活
動
体
に
関
す
る
比
較
年
度

の
要
約
財
務
情
報
を
開
示
し
、当
該
情

報
が
前
述
の
方
法（
一
般
物
価
指
数
の
適

用
）に
従
い
作
成
さ
れ
た
旨
を
明
示
す

る
。

前
記
以
外
に
つ
い
て
は
本
改
訂
を
遡
及

適
用
す
る
が
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
８
号「
財
務
諸
表

の
作
成
基
礎
」28
項
⒡
の
影
響
を
受
け
る

財
務
諸
表
の
各
科
目
の
開
示
お
よ
び
１
株

当
た
り
利
益
に
関
す
る
情
報
の
開
示
は
不

要
で
あ
る
。

取
引
コ
ス
ト
の
決
定
、組
込
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
解
釈
指
針
委
員
会
の

ア
ジ
ェン
ダ
決
定
の
概
要

第３章
【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
解
釈
指
針
委
員
会
は

２
０
２
６
年
第
１
四
半
期
に
２
つ
の
ア

ジ
ェ
ン
ダ
決
定
を
公
表
し
た
。

●
融
資
契
約
締
結
前
に
発
生
し
た
コ
ス
ト

が
実
効
金
利
計
算
で
考
慮
す
る
増
分
コ

ス
ト
に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
議
論
さ

れ
た
。

●
組
込
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ（
組
み
込
ま
れ
た
早

期
償
還
オ
プ
シ
ョ
ン
）の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

を
分
離
し
て
会
計
処
理
す
る
か
を
評
価

す
る
た
め
に
検
討
さ
れ
る
基
準
の
文
言

に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
。


